
 

 

 

～草加市職員が講座に伺います～ 

 

《市役所出前講座ってなあに？》 

 市民の皆さんに、市政や市の事業に理解を深めていただきたい､ 

耳寄りな情報をお伝えしたい、こんな思いから生まれた取組みです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【申込みが出来る人】 

  市内在住・在勤・在学者で１０人以上の団体 

【申し込み】（ＦＡＸ可） 

  開催希望日の１か月前までに、広聴相談課にお申込ください。 

【実施できる日時】 

  祝日及び12月28日～1月4日を除く午前９時から午後９時まで 

  ※開催日時については、所管課と調整をいただく場合があります。 

【会  場】 

  市内の公共施設や地区集会場をご用意ください。 

【費  用】 

  講師料は無料です。ただし、施設使用料等諸経費はご負担願います。 

【申込みができる人】 

 市内在住・在勤・在学者で１０人以上の団体 

【申込み】（ＦＡＸ可） 

 開催希望日の１か月前までに、広聴相談課にお申込みください。 

【実施できる日時】 

 祝日及び12月28日～1月4日を除く午前９時から午後９時まで 

 ※市議会の会期中など業務の都合により、開催日時の調整をお願い

する場合があります。 

【会  場】 

 市内の公共施設や地区集会場をご用意ください。 

【費  用】 

 講師料は無料です。ただし、施設使用料等諸経費はご負担願います。 



 

* お申込みから開催までのながれ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申込み

•講座メニュー(１講座１時間）を選びましょう。

•日時・会場を決めましょう。

受講決定
•申込書を受付後、受講承認決定通知書をお送りします。

講座開催
•市の職員がお伺いし、講座を実施します。

●お問合せ/申込み 

 草加市役所 市長室広聴相談課 

 〒340-8550 草加市高砂１-１-１ ＴＥＬ 048-922-0566(直通)  

                   ＦＡＸ 048-922-3173 


